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(57)【要約】
【課題】外套シースが取り付けられた使用状態と取り付
けられていない保管状態の何れにおいても、可撓性挿入
部が操作部との連結部近傍で簡単に座屈破損しない耐久
性の優れた外套シース付内視鏡を提供すること。
【解決手段】操作部１５に基端が連結された可撓性挿入
部１１，１２，１３を外部から遮蔽するための外套シー
ス２０が可撓性挿入部１１，１２，１３に着脱自在に被
覆されるように設けられた外套シース付内視鏡におい
て、弾力性のある材料により形成された折れ止め１００
が可撓性挿入部１１，１２，１３の基端部分を囲む状態
に設けられ、外套シース２０が可撓性挿入部１１，１
２，１３と折れ止め１００とを一つながりに被覆するよ
うに形成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】操作部に基端が連結された可撓性挿入部を
外部から遮蔽するための外套シースが上記可撓性挿入部
に着脱自在に被覆されるように設けられた外套シース付
内視鏡において、
弾力性のある材料により形成された折れ止めが上記可撓
性挿入部の基端部分を囲む状態に設けられ、上記外套シ
ースが上記可撓性挿入部と上記折れ止めとを一つながり
に被覆するように形成されていることを特徴とする外套
シース付内視鏡。
【請求項２】上記折れ止めの外径が先細りのテーパ状に
形成され、上記外套シースが基端付近において端部側へ
次第に広がった形状に形成されている請求項１記載の外
套シース付内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、挿入部が患者の
体壁に直接接触しないようにするための外套シースが着
脱自在に設けられた外套シース付内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】外套シース付内視鏡は一般に、内視鏡の
可撓性挿入部を外部から遮蔽する外套シースを可撓性挿
入部に着脱自在に被覆できるようになっており、外套シ
ースを一回ごとに取り替えることにより、内視鏡による
患者間の感染を完全に阻止することができる。
【０００３】そのような外套シース付内視鏡において
は、可撓性挿入部を操作部との連結端まで外套シースで
きちんと被覆することができるように、外径寸法がほぼ
一定の可撓性挿入部が操作部に対して単純に連結された
構成になっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、そのように可
撓性挿入部が操作部に対して単純に連結されただけの構
成では、外套シースが取り付けられた使用状態と取り付
けられていない保管状態の何れにおいても、可撓性挿入
部が操作部との連結部近傍で急激に曲げられた時に比較
的簡単に座屈破損してしまう場合がある。
【０００５】そこで本発明は、外套シースが取り付けら
れた使用状態と取り付けられていない保管状態の何れに
おいても、可撓性挿入部が操作部との連結部近傍で簡単
に座屈破損しない耐久性の優れた外套シース付内視鏡を
提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の外套シース付内視鏡は、操作部に基端が連
結された可撓性挿入部を外部から遮蔽するための外套シ
ースが可撓性挿入部に着脱自在に被覆されるように設け
られた外套シース付内視鏡において、弾力性のある材料
により形成された折れ止めが可撓性挿入部の基端部分を
囲む状態に設けられ、外套シースが可撓性挿入部と折れ
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止めとを一つながりに被覆するように形成されているも
のである。
【０００７】なお、折れ止めの外径が先細りのテーパ状
に形成され、外套シースが基端付近において端部側へ次
第に広がった形状に形成されていてもよい。
【０００８】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図１において、１０は内視鏡、２０は、使用
時に内視鏡１０の可撓性挿入部１１，１２，１３を外部
環境から絶縁するために可撓性挿入部１１，１２，１３
に着脱自在に被覆される外套シースである。
【０００９】内視鏡１０の可撓性挿入部１１，１２，１
３は、遠隔操作によって屈曲する湾曲部１２が細長い可
撓管部１１の先端に連結され、観察窓１４等が先端面に
配置された先端部本体１３が湾曲部１２の先端に連結さ
れて構成されている。
【００１０】可撓管部１１の基端に連結された操作部１
５には、湾曲部１２を遠隔的に屈曲操作する湾曲操作ノ
ブ１６等が配置されており、湾曲操作ノブ１６を回転操
作することによって湾曲部１２が屈曲する。
【００１１】可撓管部１１の基端部分を囲むように、弾
力性のある材料により外径が先細りのテーパ筒状に形成
された折れ止め１００が取り付けられている。１０１
は、折れ止め１００と一体に形成された金属製の取り付
け口金である。
【００１２】折れ止め１００は、後述する図３に詳細に
図示されているように、先側へ漸次肉厚を薄くした形状
に形成されている。それによって、図１に二点鎖線で示
されるように、内視鏡１０の保管時等に可撓管部１１が
曲げられても、折れ止め１００の作用により操作部１５
との連結部近傍が急激に曲がらず、可撓管部１１の座屈
破損が防止される。
【００１３】可撓性挿入部１１，１２，１３内から操作
部１５内にわたって、例えば可撓性のポリエチレン樹脂
チューブ等からなる案内管路１７が配置されており、案
内管路１７の先端開口１７ａは先端部本体１３の先端面
に形成されている。
【００１４】操作部１５に配置されている案内管路１７
の基端開口に対向する位置には、鉗子口部材３０が配置
されていて、その鉗子口部材３０の挿入口部には鉗子栓
３２が取り付けられている。
【００１５】外套シース２０には、例えばシリコンゴム
チューブ等のような伸縮性のある材料によって薄肉円筒
状に形成された被覆チューブ２１が、内視鏡１０の可撓
管部１１と湾曲部１２に着脱自在に被覆されるように設
けられ、その先端には透明な部材により形成されて先端
部本体１３部分に被嵌される先端キャップ２２が水密に
取り付けられている。
【００１６】被覆チューブ２１の基端に固着された連結
環２４は、内視鏡１０の操作部１５と可撓管部１１との
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間の連結部１９に対して係脱自在になっていて、連結部
１９に形成されている円周溝１９ａに対して固定機構２
５を任意に係合させることができる。
【００１７】連結環２４に連結されている被覆チューブ
２１の基端近傍部２１ａは、後述する図３にも詳細に図
示されるように、折れ止め１００の形状に合わせて、径
が端部側に次第に広がった形状に形成されている。
【００１８】被覆チューブ２１内には、例えば可撓性の
四フッ化エチレン樹脂チューブからなる可撓性チャンネ
ルチューブ２３（ここでは、処置具挿通チャンネル）が
全長にわたって挿通配置されている。
【００１９】そして、可撓性チャンネルチューブ２３の
先端は先端キャップ２２の先端面において外面に開口す
るように先端キャップ２２に固着されており、可撓性チ
ャンネルチューブ２３の基端部分２３ａは連結環２４内
を通って後方に延出している。
【００２０】この可撓性チャンネルチューブ２３は内視
鏡１０の案内管路１７内に全長にわたって挿脱自在であ
り、一点鎖線の矢印で示されるように、可撓性チャンネ
ルチューブ２３の基端部分２３ａを案内管路１７に先端
開口１７ａ側から差し込んで基端側開口から引き出すこ
とができるようになっている。
【００２１】図２は、先端部本体１３の先端面に先端キ
ャップ２２が当接する状態になるまで外套シース２０が
内視鏡１０の可撓性挿入部１１，１２，１３に被覆され
た、使用状態を示している。
【００２２】この状態においては、前述のように、外套
シース２０の連結環２４が内視鏡１０の連結部１９に固
定されて、被覆チューブ２１の基端近傍部２１ａが折れ
止め１００に被せられ、可撓性挿入部１１，１２，１３
と折れ止め１００とが外套シース２０によって一つなが
りに被覆された状態になる。
【００２３】図３は、その状態にある折れ止め１００付
近を詳細に示しており、内蔵物である可撓性チャンネル
チューブ２３等の図示は省略されている。可撓管部１１
は、操作部１５のフレーム１５ａの端部に螺合する押さ
え環９によって基端口金１１ａがフレーム１５ａに固定
されている。
【００２４】折れ止め１００と一体に形成されている取
り付け口金１０１は、操作部１５のフレーム１５ａに螺
合固定されており、その螺合を緩めれば、折れ止め１０
０を可撓管部１１から取り外すことができる。
【００２５】前述の固定機構２５は、連結部１９の円周
溝１９ａと係合する係合ピン部２５ａが圧縮コイルスプ
リング２５ｂによって内方に付勢された構成になってお
り、外方に突出する摘まみ２５ｃを指先で引っ張りあげ
れば、係合ピン部２５ａを円周溝１９ａから外すことが
できる。
【００２６】そして、被覆チューブ２１の基端近傍部２
１ａが折れ止め１００の形状に合わせて端部側に径を次
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第に広げた形状に形成されていることにより、可撓管部
１１と折れ止め１００とが被覆チューブ２１によって滑
らかに一つながりに被覆され、それによって可撓管部１
１の表面だけでなく折れ止め１００部分までが内視鏡使
用時に汚染域から隔離される。
【００２７】そして、図２に二点鎖線で示されるよう
に、内視鏡１０の可撓管部１１が使用状態において曲げ
られても、折れ止め１００の作用により操作部１５との
連結部近傍が急激に曲がらず、可撓管部１１の座屈破損
が防止される。
【００２８】内視鏡１０の使用状態においては、外套シ
ース２０が可撓管挿入部１１，１２，１３に被覆される
のと同時に、可撓性チャンネルチューブ２３が案内管路
１７に通されるが、図４はその状態における案内管路１
７の基端付近を示している。
【００２９】鉗子口部材３０の先寄りの部分は、案内管
路１７の基端開口部分に深い座繰り孔状に形成されたシ
リンダ孔１８内に軸線方向に進退自在に嵌挿されてい
て、可撓性チャンネルチューブ２３の基端部分２３ａ
が、鉗子口部材３０に対して挿脱可能な状態で固定され
ている。３１は、鉗子口部材３０に形成された鉗子挿通
路である。
【００３０】可撓性チャンネルチューブ２３の基端部分
２３ａが差し込まれた鉗子口部材３０側にはシールとク
リック固定を行うためのＯリング３３が装着されてお
り、可撓性チャンネルチューブ２３の基端部分２３ａの
外周面に形成された円周溝にＯリング３３を係合させる
ことによって、可撓性チャンネルチューブ２３の基端部
分２３ａが鉗子口部材３０に固定されている。
【００３１】可撓性チャンネルチューブ２３は、案内管
路１７内において全長にわたって軸線方向に進退自在で
あり、また、鉗子口部材３０は、シリンダ孔１８内に配
置された圧縮コイルスプリング４０によって外方（図４
において左方）に常時付勢されている。その結果、可撓
性チャンネルチューブ２３が圧縮コイルスプリング４０
の付勢力により鉗子口部材３０側から常時引っ張られた
状態になっている。
【００３２】このような構成により、湾曲操作ノブ１６
の操作により湾曲部１２が屈曲されて可撓性チャンネル
チューブ２３に軸線方向の圧縮力が作用すると、鉗子口
部材３０がシリンダ孔１８から外方に突出する方向に移
動して、可撓性チャンネルチューブ２３に加わる圧縮力
が吸収される。
【００３３】一方、可撓性チャンネルチューブ２３に軸
線方向の引っ張り力が作用すると、鉗子口部材３０がシ
リンダ孔１８内に入り込む方向に移動して、可撓性チャ
ンネルチューブ２３に加わる引っ張り力が吸収され、そ
の結果、可撓管部１１や湾曲部１２等に無理な力が作用
しない。
【００３４】なお、可撓性チャンネルチューブ２３とし
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ていわゆるマルチルーメンチューブが用いられる場合に
は、図５に示されるように、その基端部を鉗子口部材３
０に固定した状態でさらに外部に延出させて、図示され
ていない送気送水装置等に接続しても差し支えない。
【００３５】３４は、案内管路１７が鉗子口部材３０か
ら抜け出すのを規制する係脱可能な抜け止め用Ｏリン
グ、２３ｂは、可撓性チャンネルチューブ２３内の鉗子
挿通孔（兼吸引口）と鉗子挿通路３１とを通じさせるた
めに可撓性チャンネルチューブ２３に形成された側孔、
２３ｓは、吸引に利用されるルーメンの端部を塞ぐ閉塞
栓、５０は吸引チューブである。
【００３６】
【発明の効果】本発明によれば、弾力性のある材料によ
り形成された折れ止めが可撓性挿入部の基端部分を囲む
状態に設けられ、外套シースが可撓性挿入部と折れ止め
とを一つながりに被覆するように形成されていることに
より、外套シースが取り付けられた使用状態と取り付け
られていない保管状態の何れにおいても、可撓性挿入部
が操作部との連結部近傍で簡単に座屈破損せず、優れた
耐久性を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の外套シース付内視鏡の*
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*保管状態の全体構成を示す側面一部断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の外套シース付内視鏡の
使用状態の全体構成を示す側面一部断面図である。
【図３】本発明の第１の実施例の外套シース付内視鏡の
使用状態における折れ止め付近の側面断面図である。
【図４】本発明の第１の実施例の外套シース付内視鏡の
使用状態における案内管路の基端付近の部分断面図であ
る。
【図５】本発明の第２の実施例の外套シース付内視鏡の
使用状態における案内管路の基端付近の部分断面図であ
る。
【符号の説明】
１０  内視鏡
１１  可撓管部（可撓性挿入部）
１２  湾曲部（可撓性挿入部）
１３  先端部本体（可撓性挿入部）
１５  操作部
２０  外套シース
２１  被覆チューブ
２１ａ  基端近傍部
１００  折れ止め

【図１】

【図２】
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摘要(译)

要解决的问题：在内窥镜安装有外护套的使用状态和储存状态两者中，
为内窥镜提供具有优异耐久性的外护套，该护套几乎不会引起柔性插入
部分和控制部分的接合处的弯曲和断裂没有安装内窥镜。 
ŽSOLUTION：具有外护套的内窥镜设置有外护套20，用于屏蔽柔性插
入部分11,12和13，其近端从外部连接到控制部分15，使得外护套自由插
入部分11,12和13可附着地且可拆卸地涂覆。内窥镜设置有锋利的防弯曲
件100，其由包围插入部分11,12和13的近端的状态下具有弹性的材料形
成。外护套20形成为将插入部分11,12和13以及锋利防弯曲件100涂覆为
一个连杆。 Ž
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